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告     示 

和歌山県告示第158号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和8年2月27日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3703 岩出市大町字大町後61番2

の一部、64番4の一部、64

番5の一部、65番1の一部、

水路 

和歌山市中之島1631番地 

株式会社泰建 

代表取締役 林泰宏 

令和 

8.2.12 

6.00 94.00 

 

和歌山県告示第159号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和8年2月27日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3719 橋本市高野口町名古曽字住

貝237番の一部 

奈良県五條市田園二丁目2

番地の1 

株式会社井上地所 

代表取締役 橿山誠一 

令和 

8.2.12 

6.25 47.57 
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選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第22号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第7条第1項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出が

あったので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和8年2月27日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 和 歌 哲 也  

政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 
異 動 

年月日 

日本維新の会衆議

院和歌山県第1選

挙区支部 

浦平美博 

政治団体の名称 
日本維新の会衆議院和歌

山県第1選挙区支部 

日本維新の会参議院和歌

山県選挙区第1支部 

令和 

8.1.16 

代表者の公職の

種類 
衆議院議員（候補者等） 参議院議員（候補者等） 

令和 

8.1.16 

 

その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 
異 動 

年月日 

谷しげゆき後援会 谷恒平 会計責任者 宮井祐次 松本昌憲 
令和 

7.12.23 

三ツ橋忠男後援会 渥美成文 代表者 渥美成文 三ツ橋伸二 
令和 

8.1.6 

城本和男後援会 東山敏男 代表者 東山敏男 下﨑弘通 
令和 

8.1.5 

おわ正之後援会 岡則夫 代表者 岡則夫 山崎知行 
令和 

7.12.28 

新風会議員連盟 安達克典 会計責任者 二階俊樹 安達克典 
令和 

8.1.8 

世耕弘成湯浅町後

援会 
松原大輔 会計責任者 大和杉新 久保友宏 

令和 

8.1.13 

水上くみこ後援会 国本多寿枝 代表者 国本多寿枝 湯川保夫 
令和 

8.1.19 

堀順一郎後援会 大江清一 会計責任者 堀陽二郎 下﨑美紀 
令和 

8.1.19 

直政会 山下直也 会計責任者 山下由彌子 吉田眞三 
令和 

7.4.1 

みやざき泉後援会 宮﨑泉 
主たる事務所の

所在地 

和歌山市吹上一丁目2-14

 スカイパレス真砂102 
和歌山市福島29 

令和 

8.2.5 

まごころ県政をつ

なぐ会 
宮﨑泉 

主たる事務所の

所在地 

和歌山市吹上一丁目2-14

 スカイパレス真砂102 
和歌山市福島29 

令和 

8.2.5 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第23号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第3項第3号の規定による資金管理団体の届出事項の異

動の届出があったので、同法第19条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和8年2月27日 
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和歌山県選挙管理委員会委員長 和 歌 哲 也  

資金管理団体の届

出をした者の氏名 

資金管理団体 

の  名  称 
異動事項 新 旧 

異 動 

年月日 

宮﨑泉 
まごころ県政

をつなぐ会 

主たる事務所の

所在地 

和歌山市吹上一丁目2-14

スカイパレス真砂102 
和歌山市福島29 

令和 

8.2.5 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第24号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第3項第1号の規定による資金管理団体の指定の取消し

及び同項第2号の規定による資金管理団体でなくなった旨の届出があったので、同法第19条の2第1項の規

定に基づき、次のとおり公表する。 

令和8年2月27日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 和 歌 哲 也  

法第19条第3項第1号による届出 

資金管理団体の届出 

を し た 者 の 氏 名 
資金管理団体の名称 取消年月日 

田上明人 田上明人後援会 
令和 

7.12.31 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第25号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の規定による政治団体の解散の届出があったので、

同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和8年2月27日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 和 歌 哲 也  

政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 
解 散 

年月日 

自由民主党和歌山県有田市第一支部 玉木久登 
令和 

8.1.6 

 

その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 
解 散 

年月日 

がんばろう橋本の会 岡本安弘 
令和 

4.4.1 

田上明人後援会 田上明人 
令和 

7.12.31 

比嘉なつみ和歌山後援会 片岡邦浩 
令和 

7.12.31 

上田良治後援会 河合孝秀 
令和 

8.1.2 

星田仁志後援会 嶋田典之 
令和 

8.1.27 

うめだ哲也後援会 日野恵司 
令和 

8.2.2 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第26号 
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政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規定による政治団体の設立の届出があったので、

同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和8年2月27日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 和 歌 哲 也  

政党の支部 

法第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部 

政治団体の 

名   称 

代 表 者 の 

氏       名 

会計責任者 

の 氏 名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

公職の種類 

（第1号） 

1以上の市町

村等の区域を

単位として設

けられる支部 

届 出 

年月日 

中道改革連合和

歌山県第1区総

支部 

要友紀子 要友紀子 

和歌山市九番丁

10 九番丁ビル

5階 

衆議院議員 ○ 
令和 

8.1.22 

 

政党の支部 

国会議員関係政治団体以外の政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日 

自由民主党和歌山

県有田市第一支部 
上山寿示 芝田あゆみ 有田□堂697-1 

令和 

8.1.16 

 

その他の政治団体 

国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日 

梅本ちえ後援会 梅本知江 梅本莉那 橋本市東家五丁目7-8 
令和 

8.1.9 

丸谷かずき後援会 丸谷和樹 丸谷実紀 西牟婁郡白浜町日置916-6 
令和 

8.1.13 

森岡とみじ後援会 □田博 井原士朗 日高郡日高川町川原河85番地 
令和 

8.1.26 

がんばろう橋本の

会 
岡本安弘 丸山龍也 橋本市高野口町名古曽402 

令和 

8.2.2 

 

公     告 

都市計画の図書の写しの縦覧公告 

橋本市から、都市計画の変更の図書の送付を受けたので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条

第2項の規定において準用する同法第20条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

令和8年2月27日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

1 都市計画の種類及び名称 

橋本都市計画下水道（橋本市公共下水道） 

2 縦覧場所 

和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課 

 

都市計画の図書の写しの縦覧公告 
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橋本市から、都市計画の変更の図書の送付を受けたので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条

第2項の規定において準用する同法第20条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

令和8年2月27日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

1 都市計画の種類及び名称 

高野口都市計画下水道（高野口町公共下水道） 

2 縦覧場所 

和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課 
 

    正     誤 

正     誤 

令和7年12月23日付け和歌山県報第679号和歌山県訓令第29号中 

ページ 誤 正 

8 、流用 、流用 

 


